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はじめに
　県民の暮らしの向上、地域経済の振興と県政運営に、日ごろより尽力されていますことに敬意を表します。
安倍自公政権は消費税10％増税、雇用破壊、社会保障切り捨て、原発再稼働推進、ＴＰＰ推進、集団的自衛権行使容認で戦争する国づくり、地方の衰退をもたらす「地方創生」など、あらゆる分野で国民多数の声を踏みつけにして暴走しています。その一方、平和と民主主義、暮らしを守る国民との矛盾は拡大し、闘いのエネルギーはますます大きくなっています。「アメリカいいなりの政治」「極端な財界中心の政治」を特徴とする自民党政治、この「二つの異常」を断ち切ってこそ、国民の声が生きる政治ができます。
さて、8月20日未明、広島市安佐南区、安佐北区を襲い甚大な被害をもたらした土砂災害は、私たちに県民の命と暮らしを守る政治をすすめていくことを、あらためて突きつけました。
　私たちが昨年、行いました「市民アンケート」で県民が一番してほしい仕事は、「高齢者福祉の充実」、2番目が「医療の充実」、3番目が「景気対策」、4番目が「子育て支援」でした。
今の県政はこうした県民の願いに果たして、正面からこたえているでしょうか。
安倍自公政権の暴走政治から県民の暮らしと平和をまもり、「住民の福祉の増進を図る」自治体本来の役割を果たす県政の実現が、いまほど求められている時はありません。
　県民のいのち・くらし、平和、第一の県政をすすめられることを求め、2015年度予算について要望するものです。
1、 県民の平和といのち・くらし第一の県政へ重点要望
１、消費税10％への引き上げは中止し、国民の所得を増やす経済改革をすすめるとともに、大型開発などの浪費をやめ、富裕層や大企業への優遇税制を改め税収増加をはかるよう国に求めること。
２、集団的自衛権行使容認の「閣議決定」の撤回と関連法案改定の中止を国に求めること。
３、特定秘密保護法の廃止と国家安全保障会議設置の撤回を国に求めること。
４、原子力発電からの早期撤退を国に求めること。
５、本県農業に壊滅的な打撃を与え、医療や労働など生活のあらゆる分野に影響を及ぼすＴＰＰ交渉から即時撤退を国に求めること。
６、日米合意や全国知事会の決議にも意に介さないオスプレイについて、飛行を中止するよう米軍に申し入れること。また、飛行について、確実に情報提供するよう求めること。
７、沖縄県・辺野古への米軍新基地建設はやめるよう国に強く求めること。

２、豪雨・土砂災害等自然災害対策と災害に強い県土を

１）豪雨・土砂災害等災害に強い県土づくりを（21項目）

１、被災者支援生活再建支援金の限度額を大幅に引き上げること。また適応範囲を拡大するよう国に要望すること。さらに県独自に支援策を拡充すること。
２、全壊・大規模半壊にとどまらず、半壊・一部および床上・床下浸水の家屋についても、生活再建支援の対象とし、支援金を支給すること。
３、被災者の有する居住建物、自動車及び事業用財産など無数の財産が失われた。しかし、被災者はローンやリース代金などの債務から開放されず、数百万円から数千万円にのぼる負債を負ったまま、住宅・生活再建に踏み出せない状態にある。東日本大震災で実施された債務の私的整理ガイドラインによるローン免除の方策を教訓に、今回の8月20日の土砂災害についても、銀行・ローン会社等と協議し、被災者の債務を免除する施策を創設すること。
４、東日本大震災で導入された二重債務免除の方策は、広島の土石流災害では適用されないと言われている。大規模であれ、中小規模であれ、被災者の生活の困難にはかわりなく、行政は同様に公的責任を持つ。土石流・津波・地震・台風等の自然災害により被害を受けた被災者については、すべての被災者を対象に二重債務免除の方策を適用し、二重債務の負担を解消する広島型の施策を確立すること。
５、広島県は急傾斜地崩壊危険箇所、土石流危険渓流がいずれも全国で一番多い。昨年8月20日、広島市を襲った土砂災害から災害に強い県土づくりが本県にとって喫緊の課題となっている。「ひろしま砂防アクションプラン2014」を見直し、予算を大幅に増やし計画的に土砂災害防止施設の整備促進をはかること。
６、広島県内の危険箇所調査をただちに終了させ、特別警戒区域・警戒区域の指定を公表し、地域住民に徹底すること。また、必要な箇所に安全確保の施策を実施すること。安全確保が困難な居住地については、集団移転も含め、居住者の意見を反映し、早急に対策を講じること。
７、広島県内の特別警戒区域・警戒区域に立地している教育、医療、福祉施設については、直ちに緊急の安全確保対策を実行すること。
８、土砂災害警戒区域に近接する地域では市町を支援して避難訓練を行うこと。また、土砂災害対策においては、緑化、間伐材利用、生態系の保護など環境への配慮を行うこと。
９、自力で住宅再建が困難な被災者には、公営住宅を整備し、従来のコミュニティを再建することを含め、優先して居住を確保すること。公営住宅家賃についても、従前の家賃水準を維持すること。
10、広島の土砂災害発生の原因を明らかにして、広く周知徹底すること。
11、特別警戒区域・警戒区域など、災害のおそれがある地域に住宅建設を許可した経緯を明らかにするとともに、公的責任を明確にすること。
12、砂防堰堤工事や建設工事道路の設置等のために、被災住宅や被災していない住宅が大量に撤去されることが予測される。再建が困難な住宅地や住宅の買い上げは、現時点の評価額でなく、購入時の価格を基本にすること。住宅・生活再建に必要な費用を保障すること。各種税金の減免処置を講じること。
13、被災者とりわけ独居者への心のケア、ＰＴＳＤにたいするカウンセリングなど、被災地・被災者への医療・衛生対策を強化すること。
14、災害による疾病・傷病、土埃などの環境悪化に関わる疾病にたいして、健康診断を継続するとともに、医療費負担分を無料にすること。

15、耐震防災水槽の整備・拡充のため、県として独自の整備費補助制度を創設すること。

16、住宅の耐震補強を促進するため、市町と協力して簡易補強工法による耐震補修工事に対する県独自の助成制度をつくること。

17、病院や保育所等の医療・福祉施設については、期限を設定して耐震化をすすめるための計画を持つとともに、支援制度の創設を検討すること。

18、私立学校の耐震診断・耐震改修のための補助制度を拡充すること。

19、市町などの消防職員や装備が基準を満たすよう市町への財政支援を強化すること。

20、消防団や自主防災組織の人員確保と後継者養成など組織の充実と、市町消防との連携促進を支援するための施策を推進すること。

21、老朽ため池の計画的改修をすすめること。
22、発生が予測されている東海・東南海・南海地震、直下型地震等、大規模地震に対する防災・減災対策を急いで講じること。

23、ハザードマップを土地利用の安全管理や災害危険地域の改善など減災対策に活用すること。また、市町と連携しコミュニティー型のハザードマップを作成し、各戸に配布し日常的に活用できるようにすること。

24、県の地域防災計画見直しにもとづく市町の地域防災計画とハザードマップの改定作業が速やかに進むよう技術的・財政的に支援すること。その際、防災・減災を計画の基軸とすること及び「災害弱者」や女性の声を取り入れることを重視すること。

25、島根原発、愛媛県伊方原発など原子力発電所の事故による放射能汚染対策を防災計画に盛り込むこと。

３、原発ゼロ・自然エネルギーの推進を

１）すべての原発の廃炉、自然エネルギーの導入で県内産業の振興を（9項目）

1、 高速増殖炉「もんじゅ」の廃炉、核燃料サイクルからの撤退、原子力発電からの早期撤退、原発の廃炉を国に求めること。
2、 島根原発1号炉は廃炉に、2号炉は稼働中止、3号炉の建設中止と愛媛県伊方原発の稼働中止と山口県上関の原発建設中止を中国電力に申し入れること。

3、 自然エネルギーの開発促進のため、発送電分離や自然エネルギーの買い取り制限をやめるよう、国に要望すること。

4、 太陽光発電、木質バイオマス発電、中小水力発電、マイクロ水力発電の導入を市町の地域づくりと一体で本格的に取組むこと。そのため、市町との情報共有、意見交換、研究・開発のため「検討会議」を設置し、市町と協力して推進すること。

5、 自然エネルギーの開発にチャレンジする県民や団体にインキュベーション施設など県有施設を提供するとともに、研究・開発への支援をすること。

6、 太陽光発電への設置助成を復活させるとともに、多用な自然エネルギーを開発普及促進させること。
7、 省エネルギーや二酸化炭素排出削減の観点から、自動販売機やコンビニエンスストアの24時間営業、深夜の過剰なライトアップ、深夜労働や生産施設の24時間稼動などに対する指導と規制を強めること。

４、地域産業の振興と安定した雇用の確保で、県民の暮らしと営業を守り、人間らしく働ける広島県を

１）大企業に社会的責任をはたさせ、人間らしく働ける環境整備と雇用の確保を（19項目）

1、 最低賃金1000円への引き上げと中小企業への賃金助成の拡大を国に求めるとともに、県内の大企業に対し、内部留保を活用した賃上げを要請すること。
2、 労働者派遣法の改正について、派遣労働は一時的臨時的業種に限るとともに、登録型派遣は専門的業種のみに厳しく制限し、日雇い派遣は全面的に禁止するよう国に求めること。

3、 県の企業立地条例に、県が誘致した企業に対して雇用と地域経済を守る企業の社会的責任を明記し、工場閉鎖や解雇は事前に県に報告協議する規定、法令違反や解雇を強行した際は補助金返還を求める規定を設けること。
4、 納税者の前年度の売上が悪化している場合、地方税法第15条第1項4号及び5号を適用して地方税の徴収を猶予する。
5、 県実施の労働相談の充実をはかること。相談者の年齢や労働形態、事業所の規模などの実態を具体的に把握すること。解雇規制や労災申請など、雇用主としての責任を啓発すること。
6、 労働局とともに「ブラック企業」への指導をすすめる推進体制をつくること。
7、 大企業における正規雇用の促進を働きかけるとともに、広島県の雇用するすべての事業において、正規雇用を求めるすべての非正規・臨時・嘱託職員を正規雇用とし、官製ワーキングプアを根絶すること。
8、 働く者の権利を県民にわかり易く周知徹底すること。そのため、県のホームページへの掲載はもとより、若者向け労働ガイドブックを高校生に配布し、出前講座なども行いながら労働者の権利を周知すること。
9、 県や市町など地方公共団体におけるパート、臨時、嘱託、派遣などの雇用形態による差別的な賃金を改善する。均等待遇の原則に基づく賃金・一時金・諸手当・退職金の支給、経験年齢などを考慮した昇給制度を実施すること。
10、県内企業における不安定雇用の実態を調査し、企業に対して高校・大学卒業生を含む青年の採用拡大や正規雇用化を働きかけること。また、広島労働局と連携しながら違法派遣や偽装請負が行われていないか調査し、結果を公表すること。

11、就職活動中の大学・高校生のための合同就職相談会や企業への採用枠拡大の要請、中小企業団体が開催する就職相談会に助成するなど就職対策を抜本的に強化すること。
12、学校、学生が行う就職活動、就職面接などを支援すること。県としても就職支援、就職面接を各地で開催するなど拡充すること。就職できなかった新卒者にたいして、仕事が見つかるまで無償の職業訓練を実施すること。

13、企業がすすめる解雇、人員削減、工場閉鎖などのリストラ計画の事前届出、地域経済と雇用への影響調査、地元市町や商工会議所（会）など関係機関との協議を求める「リストラ対策条例」を制定するなど、雇用確保に最大限の努力をおこなうこと。
14、中高齢者の就業を支援するために、就業相談、情報収集と提供、技術研修などを総合的におこなうセンターを開設すること。同様に市町のセンター設置を支援すること。
15、中高齢者の雇用拡大にむけて求人開拓などの取り組みと指導を強化すること。

16、障害者の雇用実態を県として調査し、障害者の職場開拓、定着等支援すること。また、障害者の法定雇用率を達成するよう計画的な取り組みを行うこと。

17、障害者の雇用をすすめるため、民間企業の障害者雇用率を引き上げるために働きかけを強化すること。県は大企業が率先して雇用に努力するよう働きかけるとともに、中小企業における雇用促進のために、県として独自の助成や施設設備の改造費などへの上乗せ補助をおこなうこと。
18、障害者の雇用を促進するため、すべての市町に障害者就労センターを設置できるよう支援すること。

　19、大企業と中小企業との間にある福利厚生面での格差解消等を目的とした、中小企業勤　　　労者福祉サービスセンターの設立を促進すること。

２）すべての中小企業を視野に入れた地域産業振興を（26項目）

1、消費税10％への増税を中止するように国に求めること。さらに、中小企業の消費税の延納措置を認めるとともに、免税点を引き上げるよう国に求めること。
２、市町と連携して小規模事業者までの悉皆調査を行い、県内中小企業全体の実情を把握すること。
３、所得税法第56条を廃止し、事業主、家族従業者の働き分(自家労働)を経費として認めるとともに、事業用資産については、一定期間の事業継承を条件に相続税の減免を認めるよう国に求めること。

３、県として「中小企業振興条例」を制定し中小企業施策の基本理念を定め、製造業、建設業など分野別、業種別の振興計画を策定し、中小企業の振興をはかること。

４、経営者・業者・金融機関・自治体職員などで構成する「中小企業振興会議」をつくり、中小企業の声が施策に反映できる仕組みをつくること。

5、中小企業金融円滑化法の復活および、貸付条件変更等の相談や申込みに対して利用者本位の立場できめ細やかに対応するよう指導・監督を国に求めること。
6、部分保証など中小企業信用保証制度の改悪を元に戻すよう国に求めること。また、金融機関による中小企業への貸し渋り、貸しはがしなど中小企業の資金調達が阻害されることのないよう万全の措置を講ずること。
８、厳しい経営環境のもと、制度融資の金利のさらなる引き下げを行い業者を支援すること。
９、零細業者が県融資制度を利用する際には、利子や信用保証料の補てんをおこなうこと。
10、県費預託融資制度にかかる県の損失補填割合をさらに増やし、既存制度の利用促進へ環境を整備すること。

11、借換融資制度をより利用しやすくするために制度の改善と、保証料の補助をおこなうこと。

12、県内の貸金業者にたいして、威嚇的な取立てや過剰貸し付けなどしないよう適正な業務運営を指導すること。また、ヤミ金融業者に対する取締りの徹底、ヤミ金融被害者への対応を図ること。

13、中小企業・業者の経営維持に必要な工場・事務所の家賃補助などの直接助成制度を創設すること。
14、県の行う公共事業は生活密着型へ転換し、分離・分割発注をさらにすすめ、地元中小業者の仕事確保をはかること。

15、公共事業の発注にあたっては、下請け契約の適正化につとめること。地元企業・中小企業の経営安定のため、地域貢献度やランク別など条件付一般競争入札を基本とするとともに、請負企業の経営安定のため、最低制限価格を引き上げること。
16、公共工事等に従事する労働者の適正な賃金や労働条件を確保し、地元中小企業への発注を義務付けるため、「公契約条例」の制定をおこなうこと。同時に、県の行う発注・契約事業等において、「健康で文化的な生活」を営むに値する賃金水準を保障すること。

17、県が発注する軽易な修繕工事や小規模工事について、競争入札資格のない未登録者にも指名の機会を積極的に提供する小規模工事等契約希望者登録制度を実施すること。

18、県が発注する公共工事については、下請け業者も県内業者の活用を徹底すること。また、下請け工事代金が適正に保証されるよう元請業者への指導を徹底すること。
19、公共事業現場の労務費と単価について調査する。その際に下請業者が実態を正直に申告しても不利を被らない仕組みを構築すること。

20、県制度として「住宅リフォーム助成制度」を復活すること。その際、一般住宅の修繕・模様替えや店舗にも活用でき、市町の「住宅リフォーム」も併用できる県制度とすること。

21、県内各市町での「商店街」の「閉店・休業」状況を早急に把握し、振興・発展・援助対策をはかること。商店街の活性化をはかるため、「空き店舗」の借り上げや改装費などへの補助をするとともに、公営住宅や福祉施設など公共・公益施設と組み合わせた商店街づくりを推進すること。

22、商店街の活性化対策として、地元農産物の直売所の開設や朝市など農商工連携の取り組みを支援すること。

23、産業団地等への企業誘致にあたっては、県民の優先雇用と正規雇用を働きかけるとともに実績を検証し、その結果を公表すること。

24、納税者の前年度の売り上げが悪化している場合、地方税法第15条第１項第4号及び第５号を適用して地方税の徴収を猶予し、事業の再生を支援すること。

25、入札制度の改善を図る。予定価格を設定する際は、正確な設計・積算に努めること。
26、総合評価型入札については、地元労働者の雇用率や労務水準などの評価項目を加え、地元中小業者が優先して仕事を確保できる制度へ改善すること。

３）若者が働ける環境整備と不安定雇用の改善を（9項目）

1、 内定取り消しにあった高校生や大学卒業生の状況を県として把握し、支援対策を講ずること。

2、 今春に就職できなかった高卒者に対して、専修学校や企業などでスキルアップできるよう学費を助成し、受託した企業に賃金助成ができる支援制度を創設すること。また、未就職の高卒者を対象に、県として臨時雇用（原則6カ月、最長1年）し、働きながら就職活動をおこなえる制度を創ること。

3、 大学・高校卒業生のための合同就職相談会や企業への正規採用枠拡大の要請、中小企業団体が開催する就職相談会に助成するなど就職対策を抜本的に強化すること。

４、依然として厳しい経済状況のもと高校・大学卒業生、フリーター、ニートなど青年の仕事確保へ就労支援を強化すること。さらに大企業に対し非正規社員の正規化をはじめ新規採用を増やすよう強く働きかけること。
５、県立高等技術専門校については訓練指導員の増員や施設の整備など機能の充実をはかること。
6、 高卒の新規就職者を受け入れる中小企業に対して補助制度をつくること。
7、 定数不足で多忙を極めている教員をはじめ、職員が不足している部署に県としても若者を率先して採用すること。また福祉や教育分野での施策の拡充で、県としても若年者の雇用状況の改善に努めること。

8、 企業がその社会的役割を自覚し、派遣社員やパートなど非正規労働を正社員として採用するよう県として要請すること。
9、 女子学生への就職採用差別解消のため、経済団体、経営者団体に県として雇用枠の拡大、男女差別是正を強力に指導すること。
４）活力ある地場産業の振興策を（2項目）

1、 県内地場産業の振興を図るため関係自治体、学識経験者、業界団体、労働組合などで構成する「地場産業振興対策会議」（仮称）等を設置し、実態調査と振興対策を講じること。

2、 地場産業の製品使用を県官公儒とともに県内企業に広く要請し、県民にも広く呼びかけ促進すること。地場産品の普及、新製品開発や販路拡大など人的、財政的支援を強化すること。

５、国の悪政から県民の命と暮らしを守る広島県を

１）安心して子育てできる保育環境の充実を（７項目）

１、保育所待機児童の解消をはかるため、国に安心こども基金の延長・拡大を求めること。延長されなかった場合、県が支援すること。土地借地料に県費補助も創設して認可保育所の整備促進を図ること。

２、27年度から施行される「子ども子育て新制度」において、児童福祉施設最低基準や幼稚園設置基準は現行水準よりも改善をはかること。市町が児童福祉法第24条1項の保育実施責任を果たせるよう支援すること。保育所に対する現行の県補助制度を保持する。

３、保育所の増設をはかるため一般財源化された公立保育所の運営費と建設費への国庫負担を復活させるように国に求めること。

４、病児・病後児保育事業については、国に対して補助金の算定方式を出来高払いから体制に応じたものに戻すよう求めること。また、出来高払い制度によって発生する施設の収入減について補てんする制度を県として設けること。

５、認可外保育施設が認可施設に移行するための支援と事業費の増額をはかること。

６、一時保育に対する県単独の支援を拡充すること。また、延長保育やゼロ歳児保育、障害児保育などを安定的に行えるよう国に財政措置を求めること。

７、補助対象となっている認可外保育所や家庭保育所に対する運営費補助を大幅に増額すること。保護者に対する保育料助成制度を創設すること。

２）学童保育の充実を（4項目）

1、 子ども子育て新制度スタートにあたって、県として最低基準を定めそれにともなう財政支援をすすめること。

2、 学童保育の増設を推進し、学童保育の時間延長、対象学年の拡大、土曜保育、障害児の受け入れを促進すること。

3、 学童保育指導員の確保・待遇改善への支援、専門性向上のための研修を実施すること。

4、 放課後デイサービス事業への移行を希望する既存施設については、確実に移行できるよう支援すること。同事業の施設について実態を調査し、質の向上と充実に生かす。

３）児童虐待防止対策の強化を（６項目）

1、 こども家庭センターの正規職員の大幅増員をはかること。とりわけ児童福祉司や児童心理司などの増員、虐待対応専任職員を増員し児童虐待の対策を強化すること。

2、 被害児童と家庭への総合支援が可能となるよう体制を拡充すること。

3、 県民、市町、関係機関と協力し、児童虐待早期発見、保護、児童虐待そのものの根絶のための施策展開をはかる実効あるネットワークを構築すること。

４、一時保護所を増設し定員枠を拡大すること。

５、小規模児童養護施設や乳児院の整備をはかること。

６、児童養護施設の職員配置基準を実態に合わせて見直しをはかり、施設の措置費を引き上げるよう国に求めること。

４）福祉医療、小児医療、周産期母子医療体制の強化を（12項目）

1、乳幼児医療費公費負担制度は対象年齢を中学校卒業まで引き上げるとともに、所得制限や自己負担を撤廃する。

4、 乳幼児・ひとり親家庭・重度障害者の福祉医療助成制度については、一部負担金をなくし、安心して医療が受けられるようにすること。また、国に対し統一した公費負担制度の創設を求めること。

3、 乳幼児や重度心身障害者などの福祉医療公費負担事業は、広島市への補助廃止は行わないこと。

4、 国に対して小児救急医療体制の整備に対する財政支援を強く求めること。

5、 重度心身障害者助成制度について、精神障害者も対象にすること。
6、 救急医療にかかる診療報酬を見直すとともに、救急用病床を許可病床に加えないように国に医療法上の運用改善を求めること。

７、小児科医・産科医などの医師確保と医師不足の解消を図るため広島大学ふるさと枠のさらなる拡充、岡山大学医学部地域枠の拡充をすすめること。

８、院内助産所・助産師外来を開設する医師、助産師等への研修をはじめ、院内助産所・助産外来の実施を広めるための支援を行なうこと。

９、助産師の養成人数をふやすこと。また、助産師の研修を拡充・強化し、子育て支援への助産師の活用を広げること。

10、助産院を地域の週産期医療ネットワークに位置づけ、「院内助産所」の設置を進めるなど助産師と産科医の連携をはかるように国に求めること。

11、ハイリスク出産の増加に対応できるよう、医師の確保、ＮＩＣＵの増床など「周産期母子医療体制」の拡充をはること。

12、社会福祉法に基づく無料低額診療事業について周知、及び実施機関の拡大をはかること。県として財政支援を実施するとともに、国に対して補助を行うよう要請すること。県内公立病院でも実施するよう当該自治体に働きかけること。

５）安心して医療を受けられる体制づくりを（22項目）

１、国に対して医療費総枠を拡大し、保険でよい医療が提供できる診療報酬体系を確立するよう求めるとともに、現行の医療水準が後退することがないよう、関係者と連携し万全を期すこと。

２、難病医療費助成の新制度については、軽症者も対象に加えるとともに、患者の自己負担を増やさず、軽減を図るよう国に求めること。また、患者の自己負担に対する県の助成制度を設けること。難病・慢性疾患をもつ人たちの実態調査を国として早急に実施し、各関係法律を連携させて憲法、障害者権利条約とICFなどの理念の実現と難病患者の人権を守るために「難病対策基本法（仮称）」を制定するよう国に求めること。

３、院内保育所、産休育休復帰後の研修機関の体制を充実し、労働条件の改善などをすすめて女性医師や看護師の復職を支援すること。

４、医師確保のための現行の「奨学金制度」の拡充をさらにはかること。不足している小児科医・産科医などの医師確保をはかるため、医学部の新設や定員増と小児科医、産科医の診療報酬の見直しを国に働きかけること。

５、県として看護師確保の目標を引き上げ、看護師確保対策を強化すること。

６、看護師不足解消のため、看護師養成数を増やすともに、県内医療機関への定着促進をはかる観点から処遇改善策を講じること。

７、新人看護師の離職防止・定着対策をすすめるため、新人研修・初期臨床研修、及び基礎教育の充実を図ること。

８、医師、看護師はじめ医療労働者の労働実態を調査し県として把握すること。特に公的医療機関での実態調査をすみやかに実施すること。

９、県立病院における勤務医、非常勤勤務医、看護師など医療従事者の労働実態を把握し、改善をはかること。

10、過失の有無にかかわらず医療事故被害者を救済する無過失補償制度を早期に創設するよう国に求めること。

11、新型インフルエンザやエイズなどの感染症対策や食品衛生監視など、保健所機能と職員体制を強化すること。

12、新型インフルエンザ対策の強化について

1 H５N１型ウィルスによるヒト・ヒト感染の強毒性インフルエンザなどの流行に備え、抗インフルエンザ薬とプレパンデミック・ワクチンの備蓄量を大幅に増やすなど、万全の体制を整えること。

2 感染症専門の医師・看護師の養成に努めるとともに、感染症医療機関を復活させるよう国に求めること。

13、総合的ながん対策の強化について、がん検診の受診率向上、とりわけ、働き盛りの世代の受診率の向上に向け、企業、職域における対策の強化と未受診者への通知、啓発などの対策を強化すること。緩和ケア病床の拡充、がん診療拠点病院での相談体制の拡充とともに、患者の立場に立った相談・支援を行う体制の強化をはかること。

14、市町が実施するがん検診に対する国庫補助の復活を国に求めること。

15、子宮けいがん予防ワクチンの副作用について早急に研究をすすめ、周知をはかるよう国に求めること。

16、軽度外傷性脳損傷に対して労災適用が行われるよう国に要望すること。この病気について教育機関などで啓発・周知をはかること。
17、「肝炎対策基本法」にもとづき、薬害肝炎患者の早期救済を国に求めること。

18、高齢者の医療や介護の現場を支援する地域の中核的な医療機関の整備を進めること。

19、花粉症やアトピー性皮膚炎などアレルギー患者の喘息など、化学物質による環境汚染が引き起こすとみられる疾患の実態把握を県として実施し、予防・治療に対する研究を促進するよう国に求めること。

20県内公立病院にたいして「公立病院改革ガイドライン」を押付けないよう国に求めること。

21、脳脊髄液減少症への対策など新たな医療課題に対する体制の整備・拡充をはかること。

22、社会福祉法に基づく無料定額受診事業について周知および実施医療機関の拡大をはかること。実施医療機関に対して県として財政支援を実施するとともに、国に対しても補助を行うよう要請すること。県内公立病院でも実施するよう当該自治体に働きかけること。

６）高齢者医療・福祉対策の充実を（16項目）

１、際限のない負担増と差別医療を押し付ける後期高齢者医療制度を廃止するとともに、75歳以上の高齢者の医療費を無料化するよう国に求める。

２、県として後期高齢者医療広域連合に対し、保険料の負担軽減のための財政支援を行なうこと。

３、後期高齢者の保険料滞納者に対する短期証の発行をやめ、すべての被保険者に保険証を交付するよう広域連合を指導・助言すること。

４、地域の高齢者の生活を総合的に支える地域包括支援センターをほぼ中学校区ごとに整備することを基本にしながら、地域の実情にあった施設に対する財政支援や人材養成などの支援策を講じること。

５、高齢者の「自立支援・介護予防事業」への予算を増額し、サービスの拡充をはかること。

６、介護保険制度について、国庫負担を60％以上に引き上げ、国の責任で低所得者への減免措置をはじめ保険料・利用料の大幅軽減、さらに、軽度者などへの介護利用制限の撤回、すべての要介護者への必要な介護を提供、国庫負担による新予防給付や地域生活支援基盤の整備をすすめるよう、国へ求めること。

７、県として介護保険料、利用料の減免制度をつくるとともに、保険料、利用料軽減を実施する市町への県独自の支援を行なうこと。

８、要支援者１・２を介護保険給付からはずし、特養ホーム入所を要介護3以上に限定するなど、軽度の人から介護を奪うような制度見直しに反対し、国に撤回を求めること。

９、特別養護老人ホーム入所待機者の解消等施設増設と基盤整備をはかり、既存施設も含めて、介護支援センター、デイサービスなどをかねそなえた在宅福祉の拠点として整備促進をはかること。

10、特養ホーム入居者のホテルコスト（家賃・光熱費）負担をなくすよう国に求めること。県として負担軽減策を創設すること。

11、療養病床の廃止を取りやめるよう国に求めること。

12、介護施設職員の処遇改善のため実態調査をすること。また、一人夜勤を解消するため、県として職員体制基準を明確化すること。

13、認知症高齢者への支援対策を強めること。

14、高齢者虐待防止法の充実を国に求めること。県として高齢者虐待の実態把握と高齢者施設への指導を強化すること。被虐待高齢者の緊急避難受け入れ先の確保などの対策をすすめること。

15、老人会・クラブへの助成を大幅に増やすこと。

７）障害者福祉の拡充を（17項目）

１、「障害者総合支援法」は、障害のある人々が生きるために不可欠な福祉サービスを有料化するなど、さまざま問題点を抱えた障害者自立支援法の中身をそのまま存続させるものであり、障害者の立場に立って見直すよう国に働きかけること。

2、住民税非課税所帯からの利用料負担、施設利用者からの食費、水光熱費、医療費、個室利用料全額自己負担をやめるよう国に働きかけること。障害者・家族の負担を軽減するために、県として住民税非課税世帯の利用料負担に対する補助を創設するなど県独自の負担軽減対策を講じること。

3、障害者の行き場を確保するため、新しく作業所を立ち上げるための支援を創設すること。

4、広島県内に住む障害者が、安心して必要な医療がうけられるように、県独自での制度を創設すること。

① 重度心身障害者医療費助成制度の対象に精神障害者を加えること。

② 重度心身障害者医療費助成制度の一部負担制度を撤廃すること。

5、グループホーム、ケアホームの増設を県として支援するとともに、安定的な運営が行われるように、県独自の補助制度を創設すること。県営住宅の活用について具体化を検討すること。また、医療的ケアの必要な障害者の多様な暮らしのあり方を尊重し、グループホーム、ケアホームに看護師の派遣が可能な場として拡充すること。

6、グループホームやケアホームだけでなく、生活ホームへの自動火災報知器やスプリンクラー等に対しても補助金を創設して消防設備の整備をはかること。

7、障害者の仕事確保に向け福祉的就労の支援として官公需の発注をさらに増やすこと。

8、障害者対応の県営住宅を大幅に増やし、障害者の優先入居数を増やすこと。

9、知的障害、視覚、聴覚、肢体不自由、内部障害、精神障害など障害別のきめ細かい就労支援・雇用計画を策定し、推進すること。

10、一般就労への促進を図るため施設外授産を実施する施設への運営費補助など支援すること。

11、一般就労への移行促進・工賃アップに積極的に取り組む事業所に対し、設備整備補助など支援を強化すること。

12、重症心身障害児の入所施設や在宅支援施設の拡充のために、報酬引き上げや加算など国に見直しを求めること。医師や看護師確保のために支援すること。

13、精神障害者の社会復帰施設の整備をはかり、ホームヘルプやグループホームなどの在宅福祉サービスの拡充とともに、社会的入院の解消をはかること。
14、肢体障害者が必要とするリハビリは二次障害を防止する観点から必要です。現在、国の主なリハビリの対象者とされる、急性期医療の観点から必要とされているリハビリとは役割が違う。肢体障害者のリハビリの必要性を認め、必要に応じて県のリハビリのできる施設の活用と、専門職の指導を受けることができようにすること。
13、重度障害者が入院した場合、日ごろから日常生活を支えているホームヘルパーを院内介助者として派遣できるようにすること。
14、広島市の３療育センターを利用している県枠での利用について、これまで通り通園が継続できるように広島市に働きかけること。また、広島市の介助員制度を県枠の利用者が利用できるような制度にすること。
15、市町において支給決定がされる補装具について、成長期にある肢体障碍児は頻繁な補装具の作り替えが必要です。実情に沿った補装具の作り替えを認めるように市町に働きかけること。

16、精神障害者手帳所持者の運賃割引を実施するよう鉄道会社に働きかけること。

17、65歳以上の障害者については介護保険制度を優先適用すると規定した障害者総合支援法7条の廃止を国に要請すること。

８）生存権を保障する社会保障の充実を（14項目）

１、生活保護基準の引き下げを撤回し、元に戻すよう国に求めること。また、行過ぎた扶養義務の強化は行わないよう、各市町への徹底をはかること。

２、窓口での保護申請の不受理を根絶するよう各市町に対する指導を強めること。保護の辞退強要や、実態を無視した就労指導は行わないように指導をおこなうこと。

３、本人の意思を無視したリバースモーゲージ制度の適用はおこないようにすること。

４、孤立死を防ぐために、生活保護制度についての広報啓発を強化する。制度の詳細や困った時の相談窓口案内を全戸に配布する。公的な機関でも広く配布する。

５、生活保護申請用紙は、生活保護担当カウンターに設置するよう指導・助言を強化すること。また、申請を速やかに受理したうえで、保護決定については法定期限の2週間以内の決定するよう指導を強めること。

６、憲法が定める「生存権」に基づいて現行の国庫負担率を維持するとともに、級地指定についても生活実態に即したものに改善するよう国に求めること。

７、福祉事務所に警察官OBを配置するのではなく、ケースワーカーの体制を強化し、専門職の採用を増やすこと。

８、生活保護における老齢加算廃止を撤回し元にもどすと同時に、夏季加算を実施するよう国に求めること。見舞金を復活し、クーラーの設置費用への支援を行うこと。

９、生活福祉資金はその趣旨にのっとり困っている人には広く貸し付けるという姿勢で実施すること。

10、福祉事務所職員の専門性を高めるとともに、短期間で職員を異動させず継続的・専門的に従事できるよう各市町に働きかけること。

11、住居や食事を実態とかけ離れた高額料金で提供し、さまざまな名目をつけて保護費をほとんど‘ピンハネ’する悪質業者や団体の野放しを許さない、実効ある対策を講じること。また、国に対して悪質な「貧困ビジネス」を規制する法整備を求めること。

12、就学援助や住民税の非課税限度額など生活保護を準用している制度について、2013年度に実施された生活保護基準引き下げの影響を調査すること。

13、ホームレス（路上生活者）に対する市町の支援活動を奨励し、支援活動に取り組む民間団体も含めて財政的にも援助すること。

14、ホームレスの自立支援に必要な公営住宅の入居、就労斡旋、生活保護などを適切に行うよう周知徹底をはかること。

９）安心して医療が受けられる国保制度の拡充を（8項目）

１、「国民健康保険都道府県一元化」の撤回、国保に対する国庫負担の割合を1984年の水準に計画的に戻し、市町国保の財政基盤を強化するよう国に求めること。

２、調整交付金とは別に市町国保に対する県独自の助成制度を創設し、国保税(料)の軽減をはかること。

３、国民健康保険の「特定健診」「特定保健指導」に係る助成を大幅に増額すること。「特定健診」健診項目の充実をはかること。

４、市町に対して国民健康保険料の減免制度を充実するよう指導するとともに、財政的にも援助すること。低所得者等医療対策補助金の拡充と併せて市町に制度の積極的活用を促す。

５、国保滞納者に対して強引な財産調査や差押えしないよう市町に徹底するとともに、資格証明書と短期保険証の発行をやめるよう市町に働きかけること。

６、特別な事情のある国保滞納世帯に対し、国民健康保険証を発行しない等の制裁措置を　行わないよう市町を指導すること。

７、福祉医療制度実施に対する国庫負担カットのペナルティについてペナルティはやめるよう国に働きかけること。カット分は県として応分の補填をすること。

８、無保険問題解決に向けて、県として実態調査を行うこと。

10）石綿（アスベスト）曝露から県民の健康を守る（5項目）

1、アスベスト対策

1 環境曝露、家族曝露、補償制度のない自営業者など被災者に対する補償制度を確立するよう国に求め、県としても援助すること。

2 一般環境中の環境基準を大気汚染法に盛り込むよう国に求めること。

2、アスベストによる大気汚染防止対策について

①石綿使用施設の解体、解体作業等の立ち入り調査や石綿濃度調査を徹底し、飛散防止に万全を尽くすこと。また、大気中の環境基準を定めるよう国に引き続き求めること。

②再生砕石へのアスベスト混入問題の実態解明を進めるとともに、解体作業現場や再生砕石工場への立ち入り調査を強化すること。また、住宅などの解体時にアスベスト除去が適正に行われるよう解体工事について適正な請負価格で契約が行われるよう元請業者を指導すること。

３、石綿関連製造施設の従業員や元従業員とその家族、周辺住民を対象とした健康調査を実施するとともに、県立医療機関や保健所での健康相談や検診の体制を整えること。

４、石綿の労災認定を抜本的に見直すとともに、被災者の見つけ出しをすすめ、建設労働者や「一人親方」も含めすべての健康被害者を救済すること。周辺住民の被害認定でも、石綿肺や良性石綿胸水などを労災同様、対象に含めるよう国に求めること。

５、「アスベスト健康被害救済法」を改正し、認定枠の拡大と救済補償額の引き上げを図るよう国に求めること。

11）消費生活行政の充実を（3項目）

１、「振り込め詐欺」や「リフォーム詐欺」、インターネット取引による架空請求、アポイントメント商法、キャッチセールスなど巧妙、複雑化する悪徳商法など、ふえつづける消費者被害に対応するため、相談員の増員、電話の増設を図ること。

２、県内の貸し金業者にたいし、威嚇的な取り立てや過剰貸し付けなどをしないよう適正な業務運営を指導する。また、ヤミ金融業者に対する取締の徹底、ヤミ金融被害者相談への対応を図ること。

３、消費生活行政で消費生活相談等、消費者保護の推進をはかるための予算を大幅に増やし、相談員の増員や消費生活センターの機能充実をはかること。

６、TPPに反対し、広島県農林水産業の振興を

１）農林水産業の再生をはかり、安心・安全の食料の供給を（25項目）

１、本県はもとより、日本農業に壊滅的打撃となるばかりでなく、医療や労働など県民生活のあらゆる分野に影響を及ぼすＰＰ（環太平洋連携協定）交渉からの即時撤退を国に求めること。また、県として県内の農業、関連産業、地域経済に与える影響を試算し、県民に明らかにすること。

２、ＴＰＰ参加を前提とし、「競争力強化」の名のもとに企業の農業参入を優先する「農地中間管理機構」や「生産調整見直し」に反対すること。

３、日本農業の自然的・社会的条件や多面的機能を顧慮し、各国の「食糧主権」を尊重する貿易ルールを確立し、関税・輸入規制措置など必要な国境措置を維持・強化することを求めること。

４、平成26年産米の米価暴落に対して、米価安定対策のさらなる対策を講じるよう国に求めること。

５、米価暴落から生産農家を守るため、100万トン水準に見合う備蓄米の買い入れや、米価下落の要因になっているミニマムアクセス米の輸入をやめるよう国に求めること。

６、中山間地域等直接支払制度を恒久制度として立法化し、高齢化がすすむ実態を踏まえて、集落協定の要件緩和、対象地域の拡大、協定期間の弾力化、事務手続きの簡素化など制度の改善を国に求めること。

７、農業振興条例を制定し、予算を大幅に増額するとともに、広島県の農業、林業、水産業の振興と農山漁村を守る総合的計画を策定し、対策を講じること。

８、一部の基幹的農業者や集落法人だけではなく、家族経営を基本にして農業意欲のあるすべての農業者の力を引き出して広島県農業を再建し、自給率を高めること。

９、有機農業や低農薬など、環境にやさしい農業に取り組む農家やグループを支援し、安全な農産物の拡大を広げること。

10、県産農産物の消費拡大をはかるため、米飯給食だけでなく、学校給食や県立の福祉施設、病院等の給食への県産農産物の使用促進や直売所、加工場、体験交流型施設の設置や整備等を支援するなど総合的な地産地消対策を講じること。小麦の転作を奨励し学校給食のパンに使用するなど、工夫を凝らした地域農業支援策を進めること。

11、農業者と消費者の共同を広げ「地産地消」の促進、「食の安全」と地域農業の再生をめざすこと。

12、引き続き後継者対策を強めること。後継者に対する無利子・長期の経営資金の提供、就農奨励金の支給、経営と生産技術の習得機会の提供、青年男女の交流機会の拡大など県と市町、農協が一体となって取り組むこと。非農家や他産業からの農業への新規参入者の定着に力をいれ、一定期間の生活支援や資金、技術、農地の面での総合的な支援を行うこと。

13、増え続ける鳥獣被害を防止するため、国に対し鳥獣被害対策交付金を大幅に増やし、防護柵、わなの設置、捕獲物の利用など農家や自治体の取り組みへの支援を強めるよう求めること。

14、県の有害鳥獣被害対策予算を大幅に増やし、鳥獣の生態や繁殖条件の調査を実施するとともに、増えすぎる有害鳥獣を適正な密度に減らす地域や市町、猟友会の取り組みを支援すること。防護柵や電気柵の設置、罠・檻の設置費用、駆除後の処理費用など支援対策を強めること。また、県に専門職員を配置し有効な対策強化をはかること。

15、畜産振興のため、飼料の自給化、家畜診療体制の強化、酪農ヘルパー制度の充実など、経営安定対策を強化すること。

16、漁港整備の促進をはかり、育てる漁業、資源管理型漁業、沿岸漁業の一層の振興をすすめること。

17、水産加工、商品開発、流通への支援、加工施設整備への支援の強化をはかること。

18、住宅・福祉施設・公園などの公共施設建設・整備にあたっては、県内産木材・林産物を積極的に使用すること。植林、間伐、伐採搬出への県の補助を強めること。

19、県産木材の利用促進

①公共工事や公共施設整備などに県が率先して活用をはかるとともに、県有施設の木　　　質化をいっそう促進する。県産材の多様な利用促進をはかること。

②災害時に備え、安価で快適な木造仮設住宅の準備をすすめること。木造仮設住宅の良さを、イベントなどであらゆる機会を通じて積極的に普及すること。

③住宅建設における県産木材の利用促進のため助成制度を設けること。また、木質バイオマスによる間伐材や木くずの燃料化、バイオマス発電の推進など山村地域での新たな事業を促進すること。ペレットストーブやボイラーの開発、普及を促進すること。

20、多様で健全な森林づくりに向けた森林の整備・保全等の促進をはかること。

①森林整備事業に対する補助事業を拡充すること。

②ひろしまの森づくり事業を推進すること。

③松くい虫被害等、荒廃森林の整備対策を強化すること。

④森林境界明確化への取り組み強化をはかること。

⑤森林資源の管理情報の一元化と共有へ向けた支援を強化すること。

21、県産材の利用拡大を軸にした森林・林業・木材産業の再生をはかること。

1 森林所有者負担軽減を実現する定額助成制度の間伐・林業道開設の推進をはかること。

2 県産材の需要拡大策の推進と県産材による、県産木材を活用して家を新築した場合の助成制度を継続すること。さらに県産木材で住宅をリフォームした場合にも助成対象になるように制度の拡充をはかること。

20、森林の公益的機能を発揮できる治山対策を強化すること。また、安全・安心を確保するための森林整備及び治山事業の拡充をはかること。

21、山林の生態系に配慮し、広葉樹の植林などを推進すること。

24、都市農業の振興をはかる

①生産緑地の指定条件を５００平方メートルから３００平方メートルに緩和し、追加指定を促進できるよう国に求めること。

②農業生産をおこなっている市街化区域内農地の相続税評価額は時価評価ではなく、農業投資価格の評価に改めるよう国に求めること。

3 体験農園を都市農業における大事な施策として位置づけ、農業ボランティア、市民農園、都市住民による農業生産への参加など、地域の条件に合った農業生産への参加、農家と住民との交流が広げられるよう支援を強めること。

4 農業協同組合が農業生産の技術指導や直売所を設置すること。生産・出荷の計画的実施など、生産と流通、加工など地域農業の振興に積極的な役割を果たせるよう支援・協力を強めること。

25、農業後継者の育成確保のため、後継者に対する無利子・長期の経営資金の提供、経営と生産技術の習得機会の提供、青年男女の交流機会の拡大など県と市町、農業共同組合が一体となって取りくむこと。非農家や他産業からの農業への新規参入者の定着に力を入れること。また、対象年齢拡大とともに、一定期間の生活支援や資金、技術、農地の面での総合的な支援を行うこと。

２）食の安全・安心を（3項目）

1、輸入食品の安全検査と監視体制の強化を国に要望し、県として独自に研究・検査・検疫体制を強化すること。

２、不良な食品や農産物から「食の安全」を守るため保健所の監視・検査部門を抜本的に

強化すること。

３、「食の安全」確保のため、食品衛生監視員の専任化・増員をはかること。

４、ＢＳＥ（牛海綿状脳症）の全牛検査を再開するよう国に求めるとともに、県独自でも全牛検査を復活すること。

７、環境を守り、公害のない人にやさしい広島県の実現を

１）環境・産廃対策・ゴミのリサイクルの促進を（９項目）

１、産業廃棄物処理の事業者責任を明確化し、不法投棄の防止など産業廃棄物処理対策を強化する。県内外を問わず産廃などの不法投棄を行った業者に対しては許可取り消しなど厳罰で臨むこと。

２、産業廃棄物不法投棄の原状回復をはかるため、廃棄物処理業者に対する強制加入保険制度や供託金制度の導入を国に働きかけること。

３、生ゴミのたい肥化事業を実施している市町に財政支援し、一般廃棄物の減量化を促進すること。

４、ゴミの発生を設計・生産段階から削減するために、自治体と住民に負担を押しつける現行のリサイクルシステムを「拡大生産者責任制度」に立って、抜本的に見直すよう国に求めるとともに、県として市町に対する積極的な指導援助を行なうこと。

５、家電リサイクル法の対象品目を拡大するとともに、回収からリサイクルに至るまで家電メーカーが責任を負うよう法改正を国に求めること。また、容器リサイクル法についても、飲料等メーカーにリターナブル容器の使用と空き容器のデポジット制度による回収を義務づけるよう国に求めること。

６、自動車排ガス対策を強化するために、次世代自動車など低公害車の普及をはかるためにグリーン税制の一層の強化を国に求めること。

７、大気汚染の原因となる微小粒子PM2・５の測定体制を強化し、一刻も早く環境基準を達成できるよう国に対策を求めること。

８、不正軽油の生成から大量に発生する硫酸ピッチや、地下水から法定基準値を超えて検出されるヒ素やセレンなどの有害物質による環境汚染を防止するとともに、事業者への立ち入り検査を実施し、違反者への厳格な指導と監督を行うこと。また、不法投棄のルートと関与者の解明、違反者など排出者の責任による撤去を実施させること。

９、二酸化炭素削減に取り組む中小企業に対して、資金面や技術開発で支援措置を講じるよう国に求めること。

２）地球温暖化対策の推進を（５項目）

1、温室ガス大口排出事業者に対して削減計画の提出・公表にとどまらず、県として協定を締結し、計画の達成を義務づけること。

2、自動販売機やコンビニエンスストアの24時間営業、深夜の過剰なライトアップ、深夜労働や生産施設の24時間稼動などにたいする指導と規制を強めること。

3、公共施設や病院、福祉施設、教育施設等への太陽光発電等の導入に対して補助制度をもうけ、再生エネルギーの活用を促進すること。

4、風力や水力、太陽光、バイオマスなど環境に配慮した自然エネルギーを地域に積極的に導入すること。

5、 家電リサイクル法の対象品目を拡大するとともに、回収からリサイクルにいたるまで家電メーカーが責任を負うよう法改正を求めること。また、容器包装リサイクル法についても、飲料等のメーカーにリターナブル容器の使用と空き容器のデポジット制度による回収を義務づけるよう法改正を国に求めること。

３）ダイオキシン、環境ホルモン対策（1項目）

１、ダイオキシン、環境ホルモン対策

1 ダイオキシンの総量把握、削減目標の設定、汚染実態の調査、情報の公開などの総合的な対策を引き続きすすめること。

2 焼却施設への立ち入り調査など発生源の対策を強化すること。

3 塩化ビニールの製造・販売と使用を規制し、メーカー責任による回収を義務づけるなど、企業に製造段階からダイオキシン対策をとらせるよう国に要望すること。

4 環境ホルモンなど非特定化学物質についての調査を充実させ、県民への情報公開を随時行うとともに、環境化学物質基本法制定を国に求めること。

5 有害性や健康被害が懸念されているナノ粒子について調査、研究を進めること。

８、住民本位の開発、安全・安心なまちづくの広島県を

１）不要不急の公共工事を見直し、暮らし優先・地域密着の公共事業を（6項目）

１、公共事業の重点を低家賃の供給や公園、生活道路の整備、交通安全施設の整備、特養ホームや学校の増改築など県民の暮らしを支える生活密着型の公共事業に移すこと。併せて、これらの事業を中小業者の仕事確保に結びつけること。

２、福山道路、福山西環状道路、福山沼隈道路は住民からの建設反対の運動が起きている。地域を分断し、公害など環境に悪影響が指摘されているこれら高規格道路、自動車専用道など道路整備は中止し、道路建設は生活道路優先に転換すること。

３、広島高速5号線・二葉山トンネルはムダな大型公共事業であり、直ちにやめること。

４、福山市の手城川、羽原川の河川・護岸改修を促進し、風水害時における周辺住民への浸水被害が発生しないように対策を強化すること。

５、広島市の猿猴川の高潮対策、護岸工事を促進すること。また、工事に伴う周辺住宅被害の工事との因果関係を明らかにし、補償は万全を尽くすこと。

6、広島市東部地区連続立体交差事業及び関連街路事業は縮小することなく、現行計画どおり実施すること。

２）交通安全の推進と交通環境の整備を（10項目）

１、自動車依存症型から脱却するために実効ある交通需要マネジメントを促進すること。

２、車と道路新設のいたちごっこにつながる都市高速道路網計画は凍結し、公共交通優先型の交通体系に転換すること。

３、鉄道やバスなど公共交通機関を積極的に推進するとともに、第3セクターによる鉄道建設や鉄道事業者の経営に対する財政支援の強化を国に求めること。

４、JR、私鉄各線の駅舎・ホームにエレベーターやエスカレーターの設置を促進すること。鉄道駅の待合室の冷暖房を設置し、鉄道駅の安全確保のためのホームドア、可動式ホーム柵の普及をはかること。

５、国道や県道の交差点改良（右折レーン等の設置）を計画的にすすめること。

６、県道の歩道整備、バリアフリー化を促進するために予算を拡大すること。危険箇所には計画的に歩道を整備するとともに、暫定的にガードレールなどを整備すること。

７、一般国道や県道などの老朽化した橋梁の補修・耐震化を計画的にすすめること。

８、市街地における自転車専用レーンやコミュニティー道路の整備を促進すること。

９、交通信号機の予算を大幅に増額し、増設と改良を積極的に推進すること。高齢者や障害者が安心して交差点を渡れるよう交差点のスクランブル化など歩車分離式信号機への改良を積極的にすすめる。老朽化した信号機や交通標識の更新を計画的にすすめること。

10、交番の増設をはかるとともに、警察内部の人員配置を見直し、交番に配置する警察官を増員すること。

３）「住まいは人権」の立場で、住宅政策の拡充を（２項目）

１、県営住宅の建設や建て替えを計画的にすすめること。高齢者世帯の住居を増やし、バリヤフリー化をすすめること。

２、県営住宅について。現に同居している配偶者や高齢者、障害者等に限定した、入居承継基準を元に戻すこと。

９、憲法と地方自治を守り、県民のための広島県を

１）憲法と地方自治を守り、県民本位の行財政改革を（17項目）
１、集団的自衛権の行使容認の閣議決定に反対するとともに、国民の目、耳、口をふさぎ、日本を「海外で戦争する国」につくりかえることをめざす「秘密保護法」の運用基準を定めた閣議決定の撤回を国に求めること。

２、県主催で憲法記念行事を行い、学校行事などあらゆる機会をとらえて日本国憲法の普及・啓発に努めること。憲法手帳（ポケット版）を発行し、憲法を守り県民の暮らしのすみずみに生かすこと。

３、自治体の「広域化」を強制的にすすめ、住民と向き合う地方自治体の本来の役割をゆがめ捨て去る「道州制」は行わないこと。

４、県から市町への権限移譲を実施した事務について検証を行うこと。

５、直轄事業費負担金制度の廃止を国に求めるとともに、県施行事業に要する経費の関係市町の負担金を廃止すること。

６、金利の県債については低金利のものへ借り替えをすすめ、金利負担の軽減をいっそうすすめること。県債発行は抑制すること。

７、県職員の長時間・過密労働をなくすため、職員の削減をやめ、適正な配置をすること。

また、行政需要の増大や雇用確保に逆行する県職員の定数削減計画を中止し、県民サービスの向上と県職員、教職員の労働条件を改善するため、定数条例を改正し大幅な人員増をおこなうこと。

８、職員の長時間勤務を改善するとともに、メンタルヘルス対策を抜本的に強化すること。

９、政策立案や法令にもとづく県固有の業務については、民間委託をおこなわず、公務・公共サービスを守り充実すること。

10、県民生活や教育・福祉・医療にかかわる使用料・手数料の値上げは行わないこと。

11、県有地の未利用地については、大企業への払い下げや土地信託をおこなわず、公営住宅や福祉施設の建設用地など公共用を優先する。当該自治体の希望を優先すること。

12、税金の滞納処分にあたっては、機械的な財産調査や差押えをおこなわないこと。居住生活や生産活動のための土地建物や生活必需品や用具、生業用の自動車や生産用品、生活存続・事業継続の預貯金及び給料は基本的人権や生存権を保障するものであり、差押えはしない方針を明確にすること。督促状など送付にあたつては、赤色など視覚的に目立つ封筒を使うことは人権侵害につながるため、行わないように市町を指導すること。

13、納税者の生活の実態や戸別事情を十分把握した上で、きめ細やかな納税相談に応じること。納税相談の際には、納税者本人が同席を希望する第三者の立会を認め、市町にも立会を認めるよう周知をはかること。

14、｢行政改革｣において、県民サービス部門などの一律カットはしないこと。

15、行政の監視、不正の摘発など権限を持った「行政監視員制度」＝市民オンブズマン制度を創設し、県民に開かれた県政運営を強化すること。

16、大規模開発など県民と県土に大きな影響をおよぼす計画などについては、関係住民　　が参加する｢協議機関｣を設置するなど、県民意見の積極的な摂取と県民合意の形成　　につとめること。

17、地方労働委員会の労働者代表には、県内ローカルセンターの各代表が参画できるよう改善すること。

10、子どもの成長をはぐくむ教育と文化・芸術、スポーツの振興をはかる広島県を

１）教育条件の整備・充実を（33項目）

1、臨時的任用教職員の処遇改善をはかるとともに、正規採用枠を大幅に拡大して定数内臨時的任用教職員を計画的に縮小すること。また、実態調査を行い、賃金や労働条件の改善について助言・指導すること。

2、定員法の見直しを国に求め、正規教員の大幅増で中学校での無免許教科担任を解消すること。

3、義務教育費国庫負担制度の廃止に反対するとともに、国の責任で「３０人学級」に踏み出すように求めるとともに、県独自の取り組みも強めること。

4、賃金や昇級、人事など処遇にリンクする成果主義人事評価はやめること。教育活動に対する教職員の自主性や共同性、専門性を尊重した学校づくりをすすめること。

５、教員の多忙化の解消に努め、教職員の自主性、主体性が尊重される学校運営ができるようにすること。

5、教育現場にタイムカードを導入し、教職員の労働時間を把握し、長時間労働の解消に努めるとともに、教職員の生命と健康が守られるよう、業務改善をすすめ超過勤務の解消に努めること。

6、県教育委員会の実施する学力状況調査を中止するとともに、全国いっせい学力テストの中止を国に求めること。また、学力テストの公表は市町間、学校間の競争をあおることにつながるので市町別の成績を一括公表はしないこと。市町教育委員会には、学校名を明らかにした公表を行わないよう要請すること。過去問や予想問題対策などの実施によって、点数をあげることを至上命題とするような取り組みを行わないよう市町教育委員会や各学校を指導すること。

7、憲法で保障された内心の自由が守られるよう、子ども、教職員、保護者に｢日の丸・君が代｣を強制しないこと。

８、県内の公立小・中学校が学校教育の一環として実施している体験学習においては、自衛隊を対象にしないように市町教育委員会に助言すること。

９、専任の図書館司書の全校配置、スクールカウンセラーの拡充など、職員定数・配置の抜本的改善をはかること。

10、遅れている県内公立中学校での自校方式による完全給食について、市町教育委員会や市町に指導・助言し、実現をはかること。

11、公立小中学校、高等学校、特別支援学校などの耐震化を促進すること。同時に、私立学校の耐震をはかること。

12、教育環境整備をはかるため、計画的に各学校の各教室にクーラーを設置すること。

13、県立高校普通教室へのクーラーの設置を計画的に推進すること。また、小・中学校の普通教室へのクーラー設置を促進するため支援策を講じること。

14、特別支援学級の編成基準を元にもどすこと。すべての小中学校に特別支援教室を設置できるよう市町村に対する支援策を講じること。

15、子どもの発達に見合った適切な就学指導をすること。機械的な振り分けはやめ、関係者、保護者と十分に話し合い要望を汲み尽くして、適切な措置となるようにすること。

16、研究費・学生教育費などを大幅に増額すること。

17、施設維持費等を増額し、研究・学習活動に支障をきたさないよう配慮すること。

18、私学への助成を引き続き増額すること。授業料が払えない生徒、退学を余儀なくされる生徒が増えている。県として独自の奨学金制度を拡充すること。

19、私立高校運営費補助を大幅に引き上げること。私立学校父母負担軽減事業補助については、県外高校や特別支援学校に通学する世帯についても県内高校への通学者同様の補助金を支給すること。奨学金返済免除規定を改定し、成績だけでなく失業や病気・障害などについても免除の対象にすること。

20、私立幼稚園の保護者に対する負担軽減のための補助単価を増額すること。

21、養護教諭の全校複数配置をめざし、配置基準の大幅な改善を国に要求すること。

22、特別支援学校の教室の増設など施設整備をすすめること。高等特別支援学校の設置を行うこと。

23、県費栄養職員を配置基準どおり配置し、学校現場で給食指導や栄養指導などもできるようにすること。

24、教職員の健康管理のためにも、管理者の最低の責任として勤務時間の始期及び終期を確認記録し、勤務時間を把握して労働安全衛生体制を充実すること。

24、教員採用試験について

①教員採用試験に係る選考基準、システム、選考方法を原則としてすべて公開すること。

②教員採用試験の受験者本人に対しては二次試験を含めて全ての試験結果が詳細に分かるよう公開するとともに、採用試験の答案や採点結果等は少なくとも３年間は保管し、本人の開示にも応じること。

③正規採用について年齢制限を撤廃すること。

25、地域に根ざした魅力ある県立高校づくりを地域や関係市町と一体で推進すること。県立高校の統廃合は行わないこと。

26、県立高校授業料の無料化制度の所得制限を撤廃すること。私学を含め高校教育全体の無償化を実現するよう国に求めること。

27、県立高等学校の団体費や冷房費等の保護者負担の軽減対策を講じること。

28、返済の必要のない給付制奨学金制度の創設を国に求めるとともに、県独自の給付制奨学金制度を創設すること。
29、学校における子どもの安全を確保するために、「学校安全条例」（仮称）を定め、不審者対応を含めた安全対策のための専門職員の配置や、施設改善を市町と一体で取り組むこと。

29、青少年の非行や犯罪を防止し、健全な育成を支援する青少年相談員制度の充実と財政支援を図ること。

30、県立学校のバリヤフリー化および和式トイレの洋式への改修、障害者対応トイレの設置。拡充など施設改善をすすめること。また、市町への財政支援を行うこと。

31、生活保護受給世帯の子どもを対象にした学習教室を充実するとともに、教育支援員の処遇改善・研修を支援すること。

32、児童・生徒の管理と統制、排除をつよめ、先生たちを管理・統制・分断する「生徒指導規定」は抜本的につくりかえること。

33、朝鮮学校への補助金を復活すること。

２）社会教育・芸術・文化・スポーツの発展を（10項目）

1、芸術・文化関係者の創造活動を援助するとともに、すべての県民が芸術・文化を鑑賞・創作できるようにする立場から、文化行政の基本について県民参加であり方を再検討すること。

2、指定管理者制度になっても、営利目的ではない文化・スポーツ団体などがサービス水準の低下で利用上の支障をきたさないよう、管理者が文化・スポーツの創造・発展に努めるよう指導すること。施設の管理が営利目的にならないようにすること。指定管理者施設について県民が利用しやすい利用料・駐車料とすること。

3、文化財や郷土芸能、伝統工芸などの調査と保存、育成に努めるとともに、後継者対策に手厚い援助をはかること。

4、広島交響楽団への運営費補助を増額し、コンサート入場料金の軽減をすすめるなど、支援を強めること。

5、子どもたちが芸術・文化を身近に感じられるよう、各種鑑賞教室の補助を拡充すること。

6、文化財保護のため、所有者に支払われる保存などの費用を増額すること。

7、県立自然科学館など自然系の科学館か博物館の実現に向けて検討をはじめること。

8、県立博物館施設については、文化財の保全・公開・展示にとどまらず、子どもの教育や生涯学習の拠点としての機能を十分果たせるよう、予算の増額や学芸員などスタッフの充実に努めること。

９、県立美術館や博物館の高校生・大学生および18歳未満の利用者拡大のため、無料で観覧できるコーナーを設けたり無料観覧日を設定したりするなどの対策を講じること。

10、青年やスポーツ愛好者の自主的な文化・スポーツ活動を保障する施設の整備や活動に対する支援を強めること。また、次代のスポーツ選手育成のためのも、ジュニア世代に対する県有施設の減免制度を創設すること。

３）女性の人権を尊重し地位の向上、男女共同参画社会実現を（6項目）

1、急増するＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）被害者及びその同伴者を安全に保護するための公的シェルターの整備を一層はかるとともに、民間シェルターにたいする財政支援を強めること。加害者更生の取り組みを強化すること。さらに、相談体制を拡充すること。

2、市町における配偶者暴力相談センターの設置を促進すること。

3、県審議会委員等への女性の参画、県職員、教職員、警察職員等の管理職への登用を積極的に図るとともに、市町での取り組みを支援すること。

4、県の行政委員会への女性の参加機会を増やすとともに、女性団体の自主活動や自主研究への支援を拡充すること。

5、女子労働者の労働条件の実態を調査し、男女差別撤廃条約の趣旨にのっとって、労働基準監督署、ハローワーク、行政指導機関等の連携を密にし問題解決に努めること。男女の同一賃金の実施など、雇用の場における男女差別解消を目指す啓発に努めること。

6、所得税法56条を廃止し、自営業や農業などに従事する女性の労賃を正当に評価する税制に改善するよう国に求めること。

11、憲法9条の立場で平和を守り、被爆者援護と核廃絶すすめる広島県を

１）非核・平和行政の推進（11項目）

１、核兵器廃絶むけて被爆県広島の果たす役割は大きい。核廃絶に向けたイニシアチブを発揮するともに、「核兵器禁止条約の交渉開始」にむけた取り組みを本格的に取り組み、「期限を切った核兵器廃絶のための交渉」を日本政府が呼びかけるよう国に求めること。
２、「国際平和拠点ひろしま構想」を再点検し、広島県の基本姿勢が「核軍縮」ではなく「核廃絶」であり、長期の目標でなく「緊急廃絶」であることを国内外に示すこと。その立場で広島市や市民運動と連携して核兵器廃絶の国際的な世論を喚起すること。
３、「核軍縮・核不拡散・核セキュリティ」を判断基準においた「ひろしまレポート」を再検討し、新たに、核兵器廃絶の国際交渉、核兵器使用禁止条約への取組状況等も判断基準に入れた「核兵器廃絶へのレポート」を広島県として作成し、国内外に示すこと。
４、被爆県として核実験禁止と核兵器廃絶の誓いをアピールするための適切な行事を毎年開催すること。

５、核兵器の持ち込みを許さず、非核三原則の法制化を国に求めること。広島県内の港湾をすべて「非核港湾」とし、いかなる理由をもっても核積載艦船の入港を認めないこと。いわゆる非核港湾条例を制定すること。
６、国民を罰則つきで戦争に強制動員する「有事法制」の廃止を国に強く要求し、国民の基本的人権、報道の自由及び医療機関や自治体労働者などの権利が侵害されることのないようにすること。
７、国民保護計画にもとづく訓練は行わないこと。
８、解釈改憲、憲法９条改悪のたくらみに反対し、憲法を県民の暮らしに生かす施策をすすめること。
９、隣県であっても多大な影響が広島県内に及ぶこと、さらに、憲法9条を国是とする日本において、米軍基地の存続・拡大は認められない。広島県として、米軍岩国基地の拡大強化に反対し、撤去を国に求めること。
10、米軍機の超低空飛行訓練の即時中止を求める取り組みを継続し、県として具体的な要望を行うとともに、現地で取り組まれている自治体参加の運動を支援すること。騒音器の設置を関係自治体と連携して設置すること。また、国に現地の実態調査を求めること。
11、日米合意や全国知事会の決議をも意に介さないオスプレイについて、飛行訓練中止を国と米国に申し入れること。また、飛行についても情報提供するよう求めること。

２）被爆者対策の拡充を（8項目）

１、「黒い雨」降雨地域全域を第一種健康診断受診者交付地域に指定するよう国に強く求めること。

２、現行の｢黒い雨｣地域を実際に「黒い雨」が降雨した事実に照らして是正することを国に求めること。

３、原爆「黒い雨」相談・支援事業について

①相談員の研修改善を行なって、体験者の被爆体験や健康状態に素直に耳を傾けてそれを記録すること。

②相談会場は既設会場での再開設を含めて、体験者が利用しやすい近隣の地域での実施を増やすこと。

③県内さらに全国のすべての体験者に、現住居地の区別なく相談に応じる制度に改善すること。

４、原爆特別養護老人ホームの増設をはかること。

５、在外被爆者への適切な支援を積極的に行うこと。

６、被爆２世に被爆者手帳が交付されるように国に強く要望するとともに、県として独自に被爆２世の実態を把握し、２世健診の促進を図ること。東京都、神奈川県、大阪府など先進県にならい、医療費は無料になる独自制度を創設すること。

７、手帳申請者が自身の親の申請書の開示を求めた場合、開示を認めること。

８、引き続き3号被爆者指針の改定を県民に広く知らせ、放射線被害にあった人々の救済をはかること。

１２、福山・沼隈地域の重点課題について

１、鞆地区の街づくりについて、福山市と協議し住民参加のもとで有識者をくわえて客観的かつ専門的な視点で鞆地区の「まちづくりの在り方」を検討する場を設置すること。

２、鞆港埋立て裁判について、控訴を撤回すること。

３、鞆町の町なかの空き地、空き家の買い上げなどで離合場所を増やし、時間差信号機の設置など、通過交通の利便性を高めること。空き家対策として活用方策や助成制度なども検討すること。

４、県提案の鞆地区のまちづくりにつて、快適な住環境整備はもちろん景観に十分配慮すること。地元関係住民の意見を尊重し、合意なしに広島県が強引にすすめないここと。

４、国道２号高架バイパス（広島市）の延伸、福山道路、福山沼隈道路、県道瀬戸熊野線など道路建設計画は白紙撤回すること。町内会を窓口にした強引な事業推進は止めること。

５、県道御幸・松永線の山手・赤坂線整備は止め、退避地や離合地の拡幅を行うこと。

６、福山松浜地区の環境浄化対策を抜本的に強めること。客引き、違法駐車、売春行為、風俗営業違反行為など警察の取り締まりを強化すること。深夜の脱法的な営業にメスを入れ対策を講じる事。関係町内会・福山市・警察とで同地区の総合的な環境浄化対策を立てること。街路灯のさらなる増設や違法駐車防止ブロックなども検討すること。

７、石油コンビナート、シルト層上の箕島工業団地などの防災対策を特別強化すること。

８、浸水地域の逆流防止策弁設置予定箇所を明らかにして、整備を促進すること。

９、福山市の手城川、羽原川の河川・護岸改修を促進すること。

10、「鶴が橋」の建てかえは住民の意見を尊重してすすめること。

11、小田川の河川整備を促進すること。

PAGE  
28

